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◎前回までのおさらい

平成25年度 池田市上下水道事業経営審議会 答申
水道：水道料金の改定

（メーター料の引き下げ、水道料金の改定、H30に6.4％程度の料金改定）
下水：下水道使用料の２段階改定

（H25に26.4％程度、H30に15.7％程度）

→H26.1 水道料金・メーター料の改定▲1.45％、下水道使用料の改定20.5％

平成29年度 池田市上下水道事業経営審議会 答申
R5に水道料金5％・下水道使用料10％の改定を仮定することで、財源目標である計画期間最終年度のR9に
おける損益⿊字の確保、資金の確保を見込み、経営戦略を策定

※H25審議会答申におけるH30の料金・使用料改定については、大口使用者等からの収益が増加していたた
めR5に改定を仮定し、R4の審議会の経営戦略の見直しの中で改めて審議することとなった。

令和4年度 池田市上下水道事業経営審議会 諮問
水道料金・下水道使用料の改定を含めた経営戦略の見直しが必要
【H29経営戦略策定時に想定していなかった事項】
・R1豊能町の大阪広域水道企業団統合に伴う送水量の減少による収益の減（水道）
・R2大阪国際空港の地下水移⾏に伴う使用量減少による収益の減（水道）
・R2以降、コロナ禍等による大口使用者の使用量減少による収益の減（水道・下水）

・池田市上下水道事業経営審議会の開催経緯
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◎財政の現状と将来予測（水道事業）

◎前回までのおさらい

企業債充当率をR5より75％から100％へ引き上げ
⇒内部留保資金は蓄積されるが、企業債残高が増加傾向

現⾏の経営戦略においてR5に平均改定率5％の料金改定
を仮定

・収益は減少傾向、老朽化に伴う費用は増加
・大口使用者の使用状況が経営に大きな影響を与える

料金改定
5％

料金改定
5％

企業債充当率を75％に据え置くことで借入を抑制
⇒一定の内部留保資金を確保し、企業債残高を抑制

現
行
の
経
営
戦
略

改

定

案 ・料金改定率は５％（現⾏の経営戦略どおり）
・基本料金及び従量料金の見直し
⇒水需要の増減に影響されにくく、安定的な経営を
めざす
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◎財政の現状と将来予測（下水道事業）

◎前回までのおさらい

現⾏の経営戦略においてR5に平均改定率10％の料金改
定を仮定

・収益は減少傾向、老朽化に伴う費用は増加
・大口使用者の使用状況が経営に大きな影響を与える

料金改定
20％

料金改定
10％

下水道事業は交付税措置があるため、企業債充当率は
100％（事業費から国庫補助金除いた全額を借入）

現
行
の
経
営
戦
略

改

定

案
・使用料改定率は10％から20％に見直し
⇒純利益の計上が可能

・基本料金及び従量料金の見直し
⇒水需要の増減に影響されにくく、安定的な経営を
めざす

10％の料金改定では、純利益の計上は困難
⇒改定率の見直しが必要

企業債充当率は100％
（地方財政措置の動向を注視し、今後の検討課題）
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◎前回までのおさらい
〈水道料金改定の方針〉

※用途別料金…使用用途（一般用、湯屋用、臨時用）により区分し、料金を賦課する料金制度。
※口径別料金…各需要者の給水管や水道メーターの口径の大きさにより区分し、料金を賦課する料金制度。
※逓 増 型…使用水量が増加するに従い単価が上がる制度。水道事業者の多くが採用。
※基本 水量…設定した一定水量を付与することで、その範囲内での使用に対して定額の基本料金のみを負担させるもの。

・基本料金収入の割合を高め、安定的な企業経営を⾏いやすくするため
基本料金を「用途別料金」から「口径別料金」へ変更する。

・メーター料は基本料金に含める。

・基本料金を値上げする一方で、従量料金の最高単価を引き下げ、逓増度を緩和する。
（少量使用者への配慮と逓増度の緩和のバランスをとる）

・基本水量は現状と同様の８㎥で設定。

⇒全体で５％の改定率とする。

・基本水量は現状と同様の８㎥で設定。

・単価格差に配慮しながら、使用水量に応じた負担を求める。
（少量使用者への配慮と逓増度の緩和のバランスをとる）
⇒全体で20％の改定率とする。

〈下水道使用料改定の方針〉
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１．水道料金・下水道使用料改定にあたっての論点
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①-１なぜ平成30年度の改定を見送ったのか？（水道）

１．水道料金・下水道使用料改定にあたっての論点

・当年度純利益は口径別納付金の増、委託効果等により改善
・内部留保資金は事業費の入札差金等により増加
→収支が改善、内部留保資金も増加していたため、平成30年度の改定は見送り

（千円） （千円）

※H26の赤字は新会計基準移⾏に伴う
退職給付引当金の一括計上等の例外
的な費用計上があったため。
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①-２なぜ平成30年度の改定を見送ったのか？（下水）

１．水道料金・下水道使用料改定にあたっての論点

・当年度純利益は大口使用者の使用水量の増、下水処理場維持管理経費の減等により改善
・内部留保資金は事業費の不用額等により増加
→収支が改善、内部留保資金も増加していたため、平成30年度の改定は見送り

（千円）（千円）
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②水道料金の改定率が５％である理由は？

１．水道料金・下水道使用料改定にあたっての論点

料金改定
5％

財源目標の達成！
（５％以下では赤字のおそれ）

→収入減・費用増に対応し、経営戦略の財源目標で
ある令和９年度の損益⿊字の確保、内部留保資金
の確保を達成するためには５％の改定が必要。
今回の改定は体系の変更を主な目標にしている。

◎推計の前提
収益
R2以降、大口使用者の使用量減少による収益減
・R2決算(H30比較) 約▲1億4,000万円
・R4予算(H30比較) 約▲1億5,000万円

〈収益減の要因〉
・R1豊能町の企業団統合による減

→影響額 約▲2,000万円
・R2大阪国際空港の地下水移⾏による減

→影響額 約▲6,000万円
・その他、コロナ禍等による使用量減

大口使用者からの収入は、R4-H30比較で40％減
リスク要因として、今後もR4程度が続くと予測

費用
・労務単価、材料価格、燃料費等の高騰

→直近の予算額を反映
・アセットマネジメント改良版による
実更新需要を算出し、減価償却費に反映

※新水道ビジョン（厚生労働省）
「水需要の増減に収入が影響されない体系として、使用
者の影響の小さい範囲で徐々に基本料金で費用を回収
するような体系に変更していくことが重要」

（第２回資料再掲）
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③下水道使用料の改定率が２０％である理由は？

１．水道料金・下水道使用料改定にあたっての論点

料金改定
20％

財源目標の達成！
（20％以下では赤字のおそれ）

→収入減・費用増に対応し、経営戦略の財源目標である令和９年度の損益⿊字の確保、
内部留保資金の確保を達成するためには２０％の改定が必要。

◎推計の前提
収益
R2以降、大口使用者の使用量減少による収益減
・R2決算(H30比較) 約▲8,900万円
・R4予算(H30比較) 約▲1億5,000万円

〈収益減の要因〉
・コロナ禍等による社会情勢の変化による使
用料減

大口使用者からの収入は、R4-H30比較で40％減
リスク要因として、今後もR4程度が続くと予測

費用
・労務単価、材料価格、燃料費等の高騰

→直近の予算額を反映
・アセットマネジメント改良版による
実更新需要を算出し、減価償却費に反映

（第２回資料再掲）
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④料金算定期間の５年間で何を⾏っていくのか？（R5〜R9）

１．水道料金・下水道使用料改定にあたっての論点

【
水
道
管
布
設
延
長
】

中⻑期的にはアセットマネジメントに基づき、浄水場施設の更新費用の算出方法の精査や
水道管の実耐用年数を設定することにより事業費を削減
→法定耐用年数で更新する場合と比較して40年間で約700億円から約400億円に削減

→浄水場施設等の更新や老朽管の更新を着実に行っていく。
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④料金算定期間の５年間で何を⾏っていくのか？（R5〜R9）

１．水道料金・下水道使用料改定にあたっての論点

【
下
水
道
管
渠
布
設
延
長
】

中⻑期的にはアセットマネジメントに基づき、健全度・緊急度の観点から対象事業の再整理や
実勢価格の見直し、更新対象の優先項目の設定などにより事業を削減。
→法定耐用年数で更新する場合と比較して40年間で約1500億円から約600億円に削減

→下水処理施設の更新や老朽管渠の更新を行っていく。
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⑤安全・安心な上下水道サービスを途切れることなく継続していくために

１．水道料金・下水道使用料改定にあたっての論点

大阪広域水道企業団の水管橋

【水源の安定性の維持】
池田市では猪名川、余野川及
び広域水道企業団水を水源と
しています。
複数の水源を持つことで、災
害時等にも安定した水道水の
供給をすることができます。

【施設の耐震化】
施設の更新、拠点施設の耐
震化を⾏い、災害に強い施
設の構築に努めています。

水道事業では、「池田市上
水道施設整備計画」に基づ
き施設の更新・耐震化を⾏
っています。

下水道事業では「池田市下
水道総合地震対策計画」に
基づき計画的な耐震化を進
めています。。

耐震性の確保が完了した
畑配水池

耐震性の確保が完了した
下水処理場放流ポンプ棟

【危機管理体制の充実】
災害復旧体制の充実を図り、応急
給水体制を強化しています。
また、飲料水を非常時にも確保で
きる体制を構築しています。

令和２年度には五月山緑地防災備
蓄倉庫の地下に飲料用耐震性貯水
槽が完成しました。応急給水施設
が１施設増加し、１００m3の非
常時用飲用水を確保しました。

また、ソフト対策として事業継続
計画を策定しており、緊急時でも
水道・下水道サービスを維持でき
る体制を構築しています。

令和元年度に導入した給水車

五月山緑地防災備蓄倉庫

事業継続計画に基づく訓練の実施五月山緑地防災備蓄倉庫敷地の
地中にある耐震性貯水槽 12



⑥上下水道事業の費用削減策は？

１．水道料金・下水道使用料改定にあたっての論点

・漏水調査の一部地域を直営で実施
→漏水調査を直営でも実施することで委託料を削減。
漏水調査に力を入れることで有収率の維持、改善を図る。

・伏尾台低配水池の休止
→伏尾台地域の配水区域を統合し、配水池の維持点検委託料(▲518千円)や更新費用(▲130,240千円)を削減。

これまでの健全化策（池田市上下水道事業経営戦略12頁）
会計

下水道

水道

水道

水道

下水道

福祉減免制度の廃止 H29.4

浄水場の夜間運転監視業務の委託

福祉減免制度の廃止 H29.4

料金徴収等業務の委託 H29.4

14,000千円

年間効果額

17,000千円

26,000千円

21,000千円

21,000千円

H26.4

H27.7

経営健全化への取り組み状況 実施時期

福祉減免制度の見直し

【その他の経費節減策】

・マンホール鉄蓋補修における補助金の活用
→単独費用を抑え、ストックマネジメント計画に基づき実施し、国庫補助金を活用。

・下水処理場の維持管理費用削減
→平成25年度に国のB-DASH事業に参画し、下水処理場の汚泥処理施設について高度化、高効率化を実現し、
現在も実機として運用。
電気使用料、重油代、薬品費、産業廃棄物処分費を削減(年間効果額 約▲27,000千円)。

・下水処理における次亜塩素酸ナトリウムの注入方法の見直しによるコスト縮減
→放流水質と消毒効果の相関データを確立し、最適注入を⾏うことで薬品費を削減。
(年間効果額 約▲10,000千円) 13



⑦水道料金回収率が100％を超えない状況で進める理由は？

１．水道料金・下水道使用料改定にあたっての論点

決算← →予測
水道 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

供給単価(A) 177.36 173.98 167.95 152.98 166.42 173.93 174.13 174.32 174.53 174.30
給水原価(B) 171.42 164.83 176.20 188.44 188.65 181.77 184.04 182.48 187.06 191.78

料金回収率(A/B) 103.46% 105.55% 95.32% 81.18% 88.22% 95.69% 94.62% 95.53% 93.30% 90.89%

懸念点：料金回収率が100％を下回ると府補助金の採択要件を満たさなくなる（第２回資料P16）
→料金回収率の改善は５年後の料金改定における課題とする。
（令和５年、令和１０年の２段階改定）

→料金改定５％ H30 118.02%
R1 118.43%
R2 105.24%
R3 99.21%
R4 97.96%
R5 105.90%
R6 104.90%
R7 105.87%
R8 103.67%
R9 101.23%

（参考）経常収支比率の推移

→

料
金
改
定
５
％

→・改定案で経営戦略の目標とする令和９年度の⿊字は確保できていること。
・経常収支比率は令和９年度まで100％を超える見込み。
・今回の改定の主な目標は「用途別料金から口径別料金への体系変更」であること。
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⑧水道料金体系変更に伴う固定費・変動費の回収割合は？

→総括原価の考え方を基に算定すると固定費と変動費の割合はおよそ５：５(第2回、第3回資料参照)。
ただし、改定案では少量使用者への配慮等から３：７程度にとどめている。

１．水道料金・下水道使用料改定にあたっての論点

（令和２年度決算）

→近隣市でも概ね３：７の回収割合となっており、
今後の改定において徐々に改善していくものとする。

※１ヵ月の使用水量が20㎥の場合（口径20㎜）

基本料金 従量料金
池田市
（現⾏）

27.9% 72.1%

基本料金 従量料金
池田市

（改定後）
31.1% 68.9%

3.2ポイント
の改善

※年間収入総額

（％）

基本料金 従量料金

豊中市 33% 67%
吹田市 39% 61%
高槻市 31% 69%
茨木市 39% 61%
箕面市 28% 72%
摂津市 27% 73%

池田市
(改定後)

32% 68%
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⑨-1 近隣市の原価割れの状況は？（水道）

→水道料金改定案において、少量使用者の料金では原価割れの状況（第３回資料P１６参照）
なお、近隣市の少量使用者の原価割れの状況は下記のとおり（⻩⾊部分が原価割れ）

１．水道料金・下水道使用料改定にあたっての論点

→近隣市においても同様の傾向が見られる。
今回の改定は、料金体系を用途別から口径別へ変更することが主な目標。
一般家庭の生活への配慮から小さい範囲での改定にとどめている。
今後の改定において、徐々に改善していくものとする。

（R2決算）
豊中市 吹田市 高槻市 茨木市 箕面市 摂津市

（改定後） （現⾏）

給水原価（円／㎥）
※１㎥あたりの
水道水を作る費用

176.20
（R2決算）

176.20 153.57 135.08 126.78 139.25 151.26 176.83

20㎜10㎥使用時単価 95.00 91.00 96.00 115.00 85.00 140.00 98.73 107.55
20㎜20㎥使用時単価 125.00 120.50 113.50 127.50 110.00 110.00 133.36 126.27

池田市
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⑨-2 近隣市の原価割れの状況は？（下水）

→下水道使用料改定案において、少量使用者の料金では原価割れの状況（第３回資料P２３参照）
なお、近隣市の少量使用者の原価割れの状況は下記のとおり（⻩⾊部分が原価割れ）

１．水道料金・下水道使用料改定にあたっての論点

→近隣市においても同様の傾向が見られる。
一般家庭の生活への配慮から小さい範囲での改定にとどめている。
今後の改定において、徐々に改善していくものとする。

（R2決算）
豊中市 吹田市 高槻市 茨木市 箕面市 摂津市

（改定後） （現⾏）

汚水処理原価（円／㎥）
※１㎥あたりの

汚水を処理する費用

83.68
（R2決算）

83.68 84.79 83.90 128.48 94.86 91.87 153.27

20㎜10㎥使用時単価 62.55 54.00 52.18 68.27 76.64 87.00 73.36 95.00
20㎜20㎥使用時単価 74.27 61.50 64.59 73.14 89.32 92.50 84.68 104.50

池田市
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２．参考資料（水道）
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２．参考資料①（料金改定後の料金収入シミュレーション）

第３回資料に件数と水量を追加
（口径２０㎜が件数、水量ともに最も大きなボリュームゾーンになる）
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２．参考資料②（口径別ランク別参考件数）

件数では口径20㎜で１ヵ⽉あたり11〜20㎥使用するランクが最も多い
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２．参考資料③（口径別ランク別使用水量）

使用水量では口径20㎜で１ヵ⽉あたり21〜30㎥使用するランクが最も多い
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